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安
倍
首
相
は
13
年
の
施
政

方
針
演
説
で
「
世
界
一
企
業

が
活
躍
し
や
す
い
国
を
め
ざ

す
」
と
述
べ
た
。「
大
綱
」

は
、
法
人
税
に
つ
い
て
「
成

長
志
向
の
法
人
税
改
革
」
を

目
指
し
て
い
る
。
法
人
実
効

税
率
を
15
年
度
の
32
・
11
％

か
ら
、
16
年
度
は
29
・
97
％

に
、
さ
ら
に
18
年
度
は
29
・

74
％
に
引
き
下
げ
る
と
し
て

い
る
。

　

「
稼
ぐ
力
」
の
あ
る
企
業

の
税
負
担
を
引
下
げ
る
税
制

に
す
る
こ
と
が
「
成
長
志
向

の
法
人
税
改
革
」
で
あ
る
。

減
税
に
よ
っ
て
利
益
が
企
業

に
留
保
さ
れ
、
そ
の
こ
と
で

設
備
投
資
や
雇
用
が
拡
大

し
、
経
済
の
好
循
環
を
生
み

出
す
と
の
理
屈
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

理
論
」
で
あ
る
。
大
企
業
が

利
益
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
お

こ
ぼ
れ
が
国
民
へ
回
っ
て
く

る
と
の
理
論
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
発
の

こ
の
理
論
が
破
綻
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
法

人
税
減
税
を
行
っ
て
き
た
ア

メ
リ
カ
は
、
格
差
拡
大
社
会

と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
も

11
年
度
に
は
39
・
54
％
だ
っ

た
法
人
実
効
税
率
が
次
々
と

引
下
げ
ら
れ
た
が
、
労
働
者

の
実
質
賃
金
は
上
が
ら
ず
、

企
業
の
設
備
投
資
も
増
え
て

い
な
い
（
資
料
２
）。
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
な
る
も
の

は
法
人
税
減
税
の
方
便
に
す

ぎ
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、

現
行
の
法
人
税
は
大
企
業
ほ

ど
所
得
控
除
や
税
額
控
除
の

租
税
特
別
措
置
を
受
け
や
す

く
な
っ
て
い
る
。
実
際
の
税

負
担
は
法
人
実
効
税
率
を
下

ま
わ
り
、
20
％
以
下
の
企
業

も
多
い
（
資
料
３
）。
三
菱

商
事
は
６
・
２
％
、
Ｈ
Ｏ
Ｙ

Ａ
は
８
・
３
％
で
あ
る
。

　

「
大
綱
」
は
法
人
税
減
税

の
財
源
と
し
て
「
課
税
ベ
ー

ス
の
拡
大
」
を
行
う
と
し
て

い
る
。
法
人
税
率
の
引
き
下

げ
は
、
赤
字
企
業
に
は
何
の

恩
恵
も
な
い
。
減
税
の
穴
埋

め
財
源
と
し
て
、
赤
字
企
業

も
税
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
「
外
形
標
準
課
税
」
の

増
税
を
行
う
。
法
人
事
業
税

で
あ
る
外
形
標
準
課
税
は
、

企
業
の
「
人
件
費
、
賃
貸

料
、
支
払
利
息
」
に
対
し
て

課
税
す
る
も
の
で
あ
る
。
赤

字
の
企
業
で
も
税
負
担
が
で

る
。
現
在
は
資
本
金
１
億
円

以
上
の
企
業
が
対
象
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
資
本
金

基
準
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。

　

減
価
償
却
制
度
の
見
直
し

も
行
わ
れ
る
。
建
物
付
属
設

備
や
構
築
物
の
償
却
方
法

が
、
定
率
法
を
廃
止
し
て
定

額
法
へ
と
変
更
さ
れ
る
。
初

年
度
に
近
い
ほ
ど
償
却
費
が

大
き
く
な
る
定
率
法
を
廃
止

す
る
こ
と
で
課
税
ベ
ー
ス
を

拡
大
す
る
。

　

経
団
連
は
、
計
画
よ
り
も

１
年
早
い
法
人
実
効
税
率
の

「
20
％
台
」
へ
の
引
き
下
げ

に
つ
い
て
、「
大
胆
」
で
あ

り
「
歓
迎
」
す
る
と
喜
ん
で

い
る
と
の
こ
と
。

　

「
大
綱
」
は
17
年
４
月
よ

り
消
費
税
率
を
10
％
に
引
上

げ
る
と
し
た
。
同
時
に
「
軽

減
税
率
制
」
の
導
入
も
決
め

た
。
飲
食
料
品
（
酒
類
と
外

食
を
除
く
）
と
定
期
購
読
契

約
の
新
聞
（
週
二
回
以
上
発

行
）
に
つ
い
て
は
消
費
税
率

を
８
％
に
据
え
置
く
と
す
る

も
の
で
あ
る
。「
軽
減
」
と

い
っ
て
も
、
10
％
へ
の
引
上

げ
か
ら
見
て
の
「
軽
減
」
で

あ
り
、
現
状
据
え
置
き
で
あ

る
。
10
％
増
税
の
為
の
「
目

く
ら
ま
し
」
で
あ
り
、
選
挙

対
策
の
ニ
セ
「
軽
減
」
で
あ

る
。

　

飲
食
料
品
の
税
率
８
％

は
、
他
の
先
進
国
と
比
べ
る

と
、
む
し
ろ
高
負
担
の
税
率

と
言
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
５

・
５
％
、
ド
イ
ツ
は
７
％
、

カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

・
イ
ギ
リ
ス
は
０
％
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
は
12
％
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
医
薬
品
に

つ
い
て
は
０
％
で
あ
る
。
８

％
で「
軽
減
」な
ど
と
言
え
る

も
の
で
は
な
い
（
資
料
４
）。

　

「
軽
減
税
率
」
で
も
飲
食

料
品
は
値
上
が
り
す
る
。
飲

食
料
品
も
そ
の
製
造
、
加
工

や
運
送
な
ど
の
諸
費
用
に
は

10
％
の
消
費
税
と
な
り
、
価

格
は
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

庶
民
に
と
っ
て
は
、
衣
料

品
や
水
光
熱
費
な
ど
の
生
活

費
は
10
％
の
消
費
税
の
負
担

と
な
り
、
痛
税
感
は
無
く
な

ら
な
い
。
４
・
６
兆
円
の
負

担
増
が
家
計
に
の
し
か
か
る

「
大
増
税
」
で
あ
る
。
低
所

得
者
ほ
ど
負
担
割
合
の
大
き

い
逆
進
性
も
な
く
な
ら
な
い

（
資
料
５
）。
14
年
４
月
の

８
％
へ
の
増
税
後
、
患
者
さ

ん
の
減
少
す
る
医
療
機
関
も

多
く
、
今
回
の
増
税
が
実
行

さ
れ
る
と
、
患
者
減
に
拍
車

を
か
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

「
軽
減
」
分
の
財
源
と
し

て
１
兆
円
必
要
と
な
る
。
安

倍
政
権
は
、
低
所
得
者
向
け

の
施
策
の
中
止
や
社
会
保
障

予
算
の
削
減
な
ど
で
賄
お
う

と
し
て
い
る
。
本
末
転
倒
と

言
え
る
。

 

（
次
号
に
つ
づ
く
）

特
集 確定申告の手引き確定申告の手引き2015年分所得税2015年分所得税

２
０
１
６
年
度「
税
制
改
正
大
綱
」は
格
差
拡
大
の
税
制
改
正
!!
①

税
理
士

佐
飛　

淳
一

１
．「
軽
減
税
率
」
の
導
入

１
．「
軽
減
税
率
」
の
導
入

　

昨
年
12
月
16
日
、
自
民
、
公
明
両
党
は
、
16
年
度
の
「
税
制
改
正
大
綱
」（
以
下
「
大

綱
」）
を
決
定
し
た
。
法
人
税
の
減
税
と
消
費
税
の
増
税
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国

税
と
地
方
税
を
合
わ
せ
た
税
負
担
割
合
で
あ
る
法
人
実
効
税
率
を
「
20
％
台
」
に
引
下
げ
る

一
方
、
２
０
１
７
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
を
８
％
か
ら
10
％
へ
と
引
き
上
げ
る
。
飲
食
料
品

や
新
聞
の
消
費
税
率
は
８
％
に
据
え
置
く
「
軽
減
税
率
制
」
の
導
入
も
決
定
し
た
。
さ
ら

に
、
複
数
税
率
制
に
対
応
す
る
た
め
、
日
本
版
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
と
し
て
「
適
格
請
求

書
等
保
存
方
式
」
の
導
入
も
決
め
た
。

　

「
大
綱
」
の
税
制
「
改
正
」
は
、
利
益
を
あ
げ
て
い
る
大
企
業
に
は
減
税
し
、
庶
民
に
は

消
費
税
増
税
を
押
し
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
経
済
格
差
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
税
制

「
改
正
」
と
言
え
る
。
財
政
の
「
所
得
の
再
分
配
機
能
」
に
も
反
す
る
税
制
「
改
正
」
で
あ

る
（
資
料
１
）。
以
下
、
今
号
と
次
号
の
２
回
に
わ
た
っ
て
、
法
人
税
と
消
費
税
を
中
心
に

「
大
綱
」
の
内
容
を
み
て
い
く
。
ま
た
、
消
費
税
増
税
に
か
か
わ
る
「
改
正
」
の
医
療
機
関

に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

大
企
業
に
は
減
税

大
企
業
に
は
減
税

庶
民
い
じ
め
の
消
費
税
増
税

庶
民
い
じ
め
の
消
費
税
増
税
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消費税率

法人実効税率

経団連はさらなる
法人実効税率の引
き下げと消費税率
の引き上げを要求

資料１　大企業には減税、国民には増税

資料４　各国の軽減税率

資料３　 大企業の実際の税負担率は法定税率（35％）より低い

資料２

資料５　年収低い階層ほど重い消費税負担率

出典：「赤旗」2015年12月11日

出典：「赤旗日曜版」2016年１月３日

出典：「赤旗」2015年12月26日 出典：「朝日新聞」2015年12月16日朝刊

出典：「赤旗日曜版」2016年１月３日

日銀保有
国債残高異

次
元
緩
和
で

上
が
っ
た
の
は…

安倍政権
発足前（＝100）

株価

大企業収益

実質ＧＤＰ

実質賃金

273

190

144.1

102.4

95

大企業の実際の税負担率（2008～2013年）

企業名 ①税引き前
　利益　　

② 法人税、住民
税、事業税　

税負担率
（②／①×100）

三菱商事 １兆8148億円 1126億円 6.2％
キヤノン １兆3971億円 3888億円 27.8％
本田技研工業 9064億円 1633億円 18.0％
日産自動車 7829億円 855億円 10.9％

東燃ゼネラル石油 4962億円 700億円 14.1％
小松製作所 4108億円 563億円 13.7％
HOYA 3332億円 278億円 8.3％
三菱地所 3148億円 771億円 24.5％
いすヾ自動車 2663億円 566億円 21.3％
京セラ 3271億円 456億円 13.9％

各企業の2008～13年度の６年間の決算（単体）データにより日本共産党
・井上哲士議員作成
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0%新聞
標準税率
医薬品

新聞、書籍、雑誌、
スポーツ観戦、映画

食料品、宿泊、外食
標準税率

食料品、水道水、新聞、
雑誌、書籍、医薬品

家庭用燃料、電力
標準税率

食料品、水道水、新聞、
雑誌、書籍、宿泊

標準税率
新聞、雑誌、医薬品

食料品、書籍
宿泊、外食
標準税率

酒類と外食を除く
食品全般、新聞

標準税率

スウェーデン

英国

フランス

デンマーク

ドイツ

日本
17年4月から

（%） 増税後
現行

2.12.83.13.43.53.74.24.8
5.55.9
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総務省「家計調査」（2014年）の２人以上世帯のデータで年間収入に対する消費税負担額
の比率を算出
※消費支出のうち、非課税品目を除く金額に消費税率を乗じて計算
※ 酒類および外食を除く食料品については税率８％、他は10％として増税額を計算
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＜事例＞
　本事例での青色申告決算書は次のと
おり（表５）。

社会保険診療収入 37,058,620円　
自由診療の収入等 8,549,260円　

　　　収入合計 45,607,880円　

必要経費合計（⑥＋32）
 25,245,397円　
　第三種事業税 25,500円　
　外注技工料合計 4,347,490円　
　　保険技工料 2,653,810円　
　　自費技工料 1,693,680円　
専従者給与 4,800,000円　

固有経費の区分対応方式固有経費の区分対応方式

表６　付表《医師及び歯科医師用》・裏面

表５　平成27年分　青色申告決算書（一般用）　損益計算書

科　　　　目 決算額

経　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

費

消 耗 品 費 ⑰ 508,256
減 価 償 却 費 ⑱ 1,735,915
福 利 厚 生 費 ⑲ 632,504
給 料 賃 金 ⑳ 4,126,100
外 注 工 賃 ㉑
利 子 割 引 料 ㉒ 670,496
地 代 家 賃 ㉓ 3,346,780
貸 倒 金 ㉔
研 究 図 書 費 ㉕ 205,590
諸 会 費 ㉖ 497,443
保 険 技 工 料 ㉗ 2,653,810
自 費 技 工 料 ㉘ 1,693,680
リ ー ス 料 ㉙ 560,325
衛 生 管 理 費 ㉚ 539,438
雑 費 ㉛ 870,226

計 32 21,578,196
差 引 金 額 33 20,362,483
（⑦－32）

科　　　　目 決算額

収 入 金 額 ① 45,607,880

売
上
原
価

期 首 棚 卸 高 ② 400,000
仕 入 金 額 ③ 3,857,201
小　計 ② ＋ ③ ④ 4,257,201
期 末 棚 卸 高 ⑤ 590,000
差 引 原 価 ⑥ 3,667,201
差 引 金 額
①－⑥ ⑦ 41,940,679

経　
　
　
　

費

租 税 公 課 ⑧ 25,500
荷 造 運 賃 ⑨
水 道 光 熱 費 ⑩ 474,649
旅 費 交 通 費 ⑪ 537,142
通 信 費 ⑫ 772,591
広 告 宣 伝 費 ⑬ 480,485
接 待 交 際 費 ⑭ 1,015,365
損 害 保 険 料 ⑮ 80,810
修 繕 費 ⑯ 151,091

科　　　　目 決算額
貸 倒 引 当 金 34

計 37
専 従 者 給 与 38 4,800,000
貸 倒 引 当 金 39
措 置 法 差 額 40 1,159,667

計 42 5,959,667
控 除 前 所 得 43 14,402,816
青 色 特 別 控 除 44 100,000
所 得 金 額 45 14,302,816

（43－44） 

4,800,000

25,245,397

14.06 674,880

14.064,372,990 1,719,180 4,653,840

25,245,397

4,800,000 674,880

4,653,840

4,125,120

37,058,620 2,900,00062

25,876,344 24,716,677 1,159,667Ｈ
円

20,591,557

25,876,344

第三種事業税
＋

自費技工料
25,500円 1,693,680円

この場合、青色申告特別控除の限度額は、租税特別措置法26条の適用を受けた所得を除いたところで計算しますのでご注意ください（この計算に当たっては「記載要領」を読んでください。）。

支払調書・診療報酬合計書等から付表への転記支払調書・診療報酬合計書等から付表への転記
　毎月の当座口振込通知書から転記することが原則だが、支払基金「支払調
書」、国保連合会「診療報酬合計書」からの簡便な転記でもよい。
　ただし、社会保険診療収入が5,000万円を超えた場合又は、歯科医業に係る収
入金額が7,000万円を超えた場合は租税特別措置法26条の規定により計算した金
額を必要経費とすることはできない。

【表面　記入上の留意点】（表４）
「社会保険診療報酬」欄
「①基金事務所から支払を受ける社会保険診療報酬」
㋐「一般社会保険　決定点数」……内本人分点数と内家族分点数を合算して記入
する（表示点数には公費併用分を含む）。

㋑「生活保護法　決定点数」……基金から毎月送付される当座口振込通知書（表
１）の支払区分「12」「生活保護」の点数を年間合計して記入する。

「②国民健康保険診療報酬」
㋒「小計　決定点数」……「合計書」の国保、後期高齢者それぞれの合計欄から
「府内分点数＋府外分点数－過誤点数」を合算して記入する。

㋓「①支払基金分」・「②国保連合会分」の合計点数を「⑤計」の「決定点数」欄
に記入する。
㋔介護報酬がある場合は「介護給付費等支払明細書（合計書）」の「①介護報酬
額」欄の「介護サービス費等」の合計金額を総診療収入に含めて計算する。
「自由診療の収入等」欄
㋕「一般の自由診療　収入金額」……自費診療の他、非指定医療機関の労災治療
費、歯ブラシやフロス等の口腔衛生材料の販売収入、介護保険主治医意見書作
成料等の年間合計額を記入する。
㋖「⑤計　収入金額（Ｅ）」……「一般の自由診療」等の金額を合算し記入する。
㋗「雑収入」欄……貴金属片の売却収入や国保の乳幼児医療協力手数料、介護保
険の認定調査委託料、患者からの謝礼金等の合計金額を記入する。



（第三種郵便物認可） ２０１６年２月１５日大阪歯科保険医新聞 （５、15、25日発行）（４）

＜事例＞
　本事例での青色申告決算書は次のと
おり（表５）。

社会保険診療収入 37,058,620円　
自由診療の収入等 8,549,260円　

　　　収入合計 45,607,880円　

必要経費合計（⑥＋32）
 25,245,397円　
　第三種事業税 25,500円　
　外注技工料合計 4,347,490円　
　　保険技工料 2,653,810円　
　　自費技工料 1,693,680円　
専従者給与 4,800,000円　

固有経費の区分対応方式固有経費の区分対応方式

表６　付表《医師及び歯科医師用》・裏面

表５　平成27年分　青色申告決算書（一般用）　損益計算書

科　　　　目 決算額

経　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

費

消 耗 品 費 ⑰ 508,256
減 価 償 却 費 ⑱ 1,735,915
福 利 厚 生 費 ⑲ 632,504
給 料 賃 金 ⑳ 4,126,100
外 注 工 賃 ㉑
利 子 割 引 料 ㉒ 670,496
地 代 家 賃 ㉓ 3,346,780
貸 倒 金 ㉔
研 究 図 書 費 ㉕ 205,590
諸 会 費 ㉖ 497,443
保 険 技 工 料 ㉗ 2,653,810
自 費 技 工 料 ㉘ 1,693,680
リ ー ス 料 ㉙ 560,325
衛 生 管 理 費 ㉚ 539,438
雑 費 ㉛ 870,226

計 32 21,578,196
差 引 金 額 33 20,362,483
（⑦－32）

科　　　　目 決算額

収 入 金 額 ① 45,607,880

売
上
原
価

期 首 棚 卸 高 ② 400,000
仕 入 金 額 ③ 3,857,201
小　計 ② ＋ ③ ④ 4,257,201
期 末 棚 卸 高 ⑤ 590,000
差 引 原 価 ⑥ 3,667,201
差 引 金 額
①－⑥ ⑦ 41,940,679

経　
　
　
　

費

租 税 公 課 ⑧ 25,500
荷 造 運 賃 ⑨
水 道 光 熱 費 ⑩ 474,649
旅 費 交 通 費 ⑪ 537,142
通 信 費 ⑫ 772,591
広 告 宣 伝 費 ⑬ 480,485
接 待 交 際 費 ⑭ 1,015,365
損 害 保 険 料 ⑮ 80,810
修 繕 費 ⑯ 151,091

科　　　　目 決算額
貸 倒 引 当 金 34

計 37
専 従 者 給 与 38 4,800,000
貸 倒 引 当 金 39
措 置 法 差 額 40 1,159,667

計 42 5,959,667
控 除 前 所 得 43 14,402,816
青 色 特 別 控 除 44 100,000
所 得 金 額 45 14,302,816

（43－44） 

4,800,000

25,245,397

14.06 674,880

14.064,372,990 1,719,180 4,653,840

25,245,397

4,800,000 674,880

4,653,840

4,125,120

37,058,620 2,900,00062

25,876,344 24,716,677 1,159,667Ｈ
円

20,591,557

25,876,344

第三種事業税
＋

自費技工料
25,500円 1,693,680円

この場合、青色申告特別控除の限度額は、租税特別措置法26条の適用を受けた所得を除いたところで計算しますのでご注意ください（この計算に当たっては「記載要領」を読んでください。）。

支払調書・診療報酬合計書等から付表への転記支払調書・診療報酬合計書等から付表への転記
　毎月の当座口振込通知書から転記することが原則だが、支払基金「支払調
書」、国保連合会「診療報酬合計書」からの簡便な転記でもよい。
　ただし、社会保険診療収入が5,000万円を超えた場合又は、歯科医業に係る収
入金額が7,000万円を超えた場合は租税特別措置法26条の規定により計算した金
額を必要経費とすることはできない。

【表面　記入上の留意点】（表４）
「社会保険診療報酬」欄
「①基金事務所から支払を受ける社会保険診療報酬」
㋐「一般社会保険　決定点数」……内本人分点数と内家族分点数を合算して記入
する（表示点数には公費併用分を含む）。

㋑「生活保護法　決定点数」……基金から毎月送付される当座口振込通知書（表
１）の支払区分「12」「生活保護」の点数を年間合計して記入する。

「②国民健康保険診療報酬」
㋒「小計　決定点数」……「合計書」の国保、後期高齢者それぞれの合計欄から
「府内分点数＋府外分点数－過誤点数」を合算して記入する。

㋓「①支払基金分」・「②国保連合会分」の合計点数を「⑤計」の「決定点数」欄
に記入する。
㋔介護報酬がある場合は「介護給付費等支払明細書（合計書）」の「①介護報酬
額」欄の「介護サービス費等」の合計金額を総診療収入に含めて計算する。
「自由診療の収入等」欄
㋕「一般の自由診療　収入金額」……自費診療の他、非指定医療機関の労災治療
費、歯ブラシやフロス等の口腔衛生材料の販売収入、介護保険主治医意見書作
成料等の年間合計額を記入する。
㋖「⑤計　収入金額（Ｅ）」……「一般の自由診療」等の金額を合算し記入する。
㋗「雑収入」欄……貴金属片の売却収入や国保の乳幼児医療協力手数料、介護保
険の認定調査委託料、患者からの謝礼金等の合計金額を記入する。
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（第三種郵便物認可） ２０１６年２月１５日（５、15、25日発行）大阪歯科保険医新聞 （６）

税理士　税理士　黒岩哲夫黒岩哲夫

〈確定申告書Ｂ 記入例〉
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2 7

大阪市浪速区幸町1－2－33

事業 診療報酬･支払基金 19,641,484 1,760,355

給与 大阪市教育委員会 564,850

574,800

152,000

55,685

39,589

雑

雑 原 稿 料
保険医協会

1,650,000
9,309

1,000,000
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国民年金

措置法26条

大阪府歯科保険医協会 55,685 5,685

1,805,629
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措置法26条を適用する場合必ず記入 「番号」を「８」とし、保険診療分所得を記入

2015年分個人所得税の主な改正事項2015年分個人所得税の主な改正事項

〈金融・証券税制〉

（１）ジュニアNISAの創設
・ 20歳未満の居住者等が、最大400万円の上場株式や公募株式投信等への投資に
係る配当等及び譲渡益を非課税とするジュニアNISAが創設された（表参照）。

（２）NISAの一部改正
・ 20歳以上の成年者については、2014年からNISAが適用されているところであ
り、今回の改正により、非課税管理勘定に受け入れることが出来る上場株式等
の取得対価の額の限度額を100万円から120万円にひき上げられ、2016年分以後
の非課税管理勘定について適用する。

〈国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設〉

・ 国外転出（国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下同
じ。）をする居住者で、有価証券等又は未決済デリバティブ取引等を有する場
合には、次の①及び②に掲げる要件を満たす者が、有価証券等の譲渡又は未決
済デリバティブ取引等の決済があったものとみなして、譲渡所得等の金額を計
算する。①国外転出の時の有価証券等の価額に相当する金額又は未決済デリバ
ティブ取引等をしたものとみなして算出した利益の額又は損失の額が１億円以
上の保有者及び②国外転出の日前10年以内に、国内に住所又は居所を有してい
た期間の合計が５年超である者。

　 　次に、贈与、相続又は遺贈（以下贈与等という）により非居住者に有価証券
等が移転する場合についても、上記と同様の規定が設けられている。その他、
一定の要件を満たせば納税猶予及び、この特例による課税を取り消すことが出
来る。

・ 適用時期2015年７月１日以後に国外転出又は贈与等について適用する。

〈国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化〉

・ 居住者である納税者が、確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控
除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定
申告書に添付又は申告書の提出の際提示が必要、但し、給与等又は公的年金等
の源泉徴収を行う場合等において上記の書類を提出又は提示した場合は、提出
又は提示を要しない。
・ 上記の改正は、2016年１月１日以後に支払う給与等及び公的年金等並びに2016
年分以後の所得税の確定申告について適用する。

〈財産債務明細書の見直し〉

・ 現行の財産債務明細について、提出基準の見直しを行い、新たに財産債務調書
として整備された。即ち、その見直しの内容は、「その年分の所得金額が2000
万円超」で、かつ「その年の12月31日に有する財産の価額の合計額が３億円以
上、又は同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資
産の価額の合計額が１億円以上であること」を提出基準とする。
・上記の改正は、2016年１月１日以後に提出すべき財産債務調書について適用。
表　ジュニアNISAの仕組み

非課税対象… 未成年者口座内の上場株式、公募株式投信等の配当等、譲渡益
利用可能者… 口座開設の年の１月１日において０歳～19歳の居住者等
非課税投資額… １非課税管理勘定における投資額は、①新規投資額及び②継続適用する上

場株式等の移管の日の終値の合計額で80万円を上限、但し、未使用枠は翌
年以降繰越不可

非課税投資総額… 最大400万円（80万円×５年間）、
口座開設可能期間… 2016年～2023年までの８年間で、一人につき１口座のみ設定可
非課税期間… 最長５年間、途中売却可｛ただし、売却部分の枠は再利用不可｝
払い出し制限… 開設者が、その年の３月31日現在18歳である年の前年12月31日までは、原

則未成年者口座及び課税未成年者口座から払出しはできない。
その他の事項… ①その年の１月１日現在20歳の居住者等が同日に未成年者口座を開設して

いる場合は、同日以後は、その居住者等の非課税口座即ち成年NISAが開
設されたとみなされ、移管することが可能。

適用時期… 2016年１月１日以後に未成年者口座の申し込みがあり、同年４月１日からその
口座に受け入れる上場株式等について適用。


